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平成２８年第２回宇都宮市公平委員会次第 

 
５月２６日（木）午前１１時３０分 

宇都宮市役所７階 ７Ａ会議室 
 
１ 開 会 

 

２ 議事録署名委員の指定 

 

３ 議事日程の説明 

 

４ 議 事 

日程第１ 議案第６号 不利益処分についての審査請求に関する規則の一 

部改正 

日程第２ 議案第７号 宇都宮市教職員協議会の登録事項の変更について 

 

 

５ その他 

 

６ 閉 会 
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議案第６号 

   不利益処分についての審査請求に関する規則の一部改正 
 

 不利益処分についての審査請求に関する規則の一部を改正する規則を次のように制定す

る。 

  平成２８年５月２６日提出 

 

委員長 白 井 裕 己 

 

   不利益処分についての審査請求に関する規則の一部を改正する規則 

不利益処分についての審査請求に関する規則（昭和２７年公平委員会規則第３号）の一

部を次のように改正する。 

 第２条の見出しを「（定義）」に改め，同条第１項を次のように改める。 

この規則において「請求者」とは，処分を受けてその処分について審査請求をする者を

いう。 

第２条第２項本文を次のように改める。 

この規則において「処分者」とは，処分を行つた者をいう。 

第２条に次の１項を加える。 

３ この規則において「当事者」とは，請求者及び処分者をいう。 

第３条第２項中「円滑迅速」を「円滑かつ迅速」に改める。 

第５条第２項各号列記以外の部分中「審査請求人」を「請求者」に改め，同項第１号及

び第２号中「処分を受けた者」を「請求者」に改め，同項第３号中「処分を行つた者」を

「処分者」に改め，同項第８号中「規定する」の右に「処分の事由を記載した」を加え，

「年月日。ただし，」を「年月日（」に，「経緯」を「経緯）」に改め，同条第３項中

「交付されなかった」を「交付されなかつた」に改め，同条第４項中「審査請求人」を

「請求者」に，「そのつど」を「その都度」に改める。 

第６条の見出し中「及び」を「又は」に改め，同条第１項中「審査請求書が提出された

ときは，公平委員会は」を「公平委員会は，審査請求書が提出されたときは，」に，「審

査請求人」を「請求者」に，「審査の請求」を「審査請求」に改め，同条第２項中「前

項」を「公平委員会は，前項」に，「結果審査請求書」を「結果，審査請求書」に，「公
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平委員会は相当」を「相当」に，「審査請求人」を「請求者」に改め，同条第３項中「審

査請求人」を「公平委員会は，請求者」に，「公平委員会は審査請求」を「審査請求」に

改め，同条第４項中「審査請求人」を「請求者」に改める。 

 第３章中第７条の前に次の１条を加える。 

 （審理の計画的進行） 

第６条の２ 当事者及び代理人並びに公平委員会は，円滑かつ迅速で公正な審理の実現の

ため，審理において，相互に協力するとともに，審理の計画的な進行を図らなければな

らない。 

第７条の２第１項中「審査請求人」を「請求者（以下この条において「併合に係る請求

者」という。）」に改め，同条第２項から第４項までの規定中「審査請求人」を「併合に

係る請求者」に改める。 

第８条第１項中「書面審査」を「書面審理」に，「審査請求人」を「請求者」に改め，

同条第２項中「審査請求人」を「請求者」に改め，同条第１０項中「かえて」を「代え

て」に改める。 

第９条第１項中「そのつど」を「その都度」に，「当事者に」を「指定し，かつ，当事

者にこれらを」に改め，同条第３項ただし書中「提出できなかった」を「提出できなかつ

た」に改め，同条第５項中「その指揮に従わない者の発言を禁止し」を「発言がその事案

に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合にはこれを制限し」に改め，同条中

第８項を第９項とし，第７項を第８項とし，同条第６項中「出席しなかった」を「出席し

なかつた」に，「争わなかった」を「争わなかつた」に改め，同条第６項を同条第７項と

し，同条第５項の次に次の１項を加える。 

６ 公平委員会は，事案の性質，証人の心身の状態，証人と当事者又は代理人との関係そ

の他の事情により，証人が当事者，代理人又は傍聴人の面前で陳述するときは圧迫を受

け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であつて，相当と認めるとき

は，当事者，代理人又は傍聴人との間で，相互に相手の状態を認識することができない

ようにするための措置をとることができる。この場合，当事者及び証人の意見を聴くも

のとする。 

第９条の２第３項中，「つど」を「都度」に改める。 

第９条の３第２項中「方法によって」を「方法によつて」に改め，同条第３項中「送付

があった」を「送付があつた」に改め，同条の次に次の１条を加える。 
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 （審理の終了） 

第９条の４ 公平委員会は，必要な審理を終えたと認めるときは，審理を終了するものと

する。 

２ 前項に定めるもののほか，公平委員会は，次の各号のいずれかに該当するときは，審

理を終了することができる。 

  請求者から第８条第２項又は第９条第２項に規定する反論書がこれらの規定の相当

の期間内に提出されない場合において，公平委員会が更に一定の期間を定めてこれら

の書面の提出を求めたにもかかわらず，当該提出期間内に提出されなかつたとき。 

  請求者及びその代理人が共に口頭審理の期日に正当な理由がなくて出席しないとき。 

３ 公平委員会は，前２項の規定に基づき審理を終了したときは，速やかに，当事者にそ

の旨を通知するものとする。 

第１０条の見出し中「取下」を「取下げ」に改め，同条第１項中「審査請求人」を「請

求者」に改め，同条第２項及び第３項中「取り下げ」を「取下げ」に改め，同条に次の１

項を加える。 

４ 公平委員会は，受理した審査請求が取り下げられたときは，処分者にその旨を通知す

るものとする。 

第１１条の見出し中「打切」を「打切り」に改め，同条中「審査請求人」を「請求者」

に，「所在不明等に因り」を「所在不明等により」に，「取消」を「取消し」に，「修正

等に因り」を「修正等により」に，「打切り」を「打ち切り」に改める。 

 第１２条第３項中「送達しなけれは」を「送達しなければ」に改める。 

 第１３条中「審査請求人」を「請求者」に改める。 

第１４条第１項第２号中「新たな」を「新たな，」に改める。 

 第１５条の見出し中「及び」を「又は」に改める。 

 第１８条第１項中「基いて」を「基づいて」に，「かえて」を「代えて」に改める。 

第１９条各号列記以外の部分中「及び再審の」を「（再審の場合における審査を含

む。）に要した」に改め，同条第１号中「第８条第６項（第９条第８号で準用する場合を

含む。）の規定により，当事者が申出をしたもの以外の者で，」，「宿泊料，」及び「及

び日当」を削り，同条第２号中「行った証拠調」を「行つた証拠調べ」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 
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１ この規則は，公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の不利益処分についての審査請求に関する規則の規定は，この規則の施行の日

（以下「施行日」という。）以後にされた地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）

第４９条の２第１項の規定による審査請求について適用し，施行日前にされた同項の規

定による審査請求については，なお従前の例による。 
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議案第７号 

   宇都宮市教職員協議会の登録事項の変更について 

 宇都宮市教職員協議会の登録事項を届出どおり変更する。 

  平成２８年５月２６日提出 

 

委員長 白 井 裕 己 

 

職員団体登録事項変更届  別紙のとおり 

 

 

6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18


